
 

 

 

 

 

 

 

 

産業建設常任委員会
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１．会議に付した事件 

　　・２月定例会付託案件の審査 

  ・市政一般における本委員会の所管事項について 

  ・閉会中継続審査の申出について 

 

１．開会及び閉会の日時 

　　　　３月　９日　　午前　９時００分　　開会 

　　　　３月　９日　　午前１１時３５分　　閉会 

 

１．出席委員（６名） 

　　委員長　有　若　　　隆　　　　　副委員長　川　岸　　　勇 

　　　委員　山　森　文　夫　　　　　　　委員　山　本　篤　史 

　　　委員　向　井　幹　雄　　　　　　　委員　境　　　佐余子 

 

１．欠席委員（なし） 

 

１．委員外出席議員 

　　　議長　川　辺　一　彦 

 

１．説明のため出席した者の職・氏名 

 
　市　　長　夏　野　　　修　　　　　　副 市 長　齊　藤　一　夫 
 
　商工農林　　　　　　　　　　　　　　建設水道 
　部　　長　島　田　繁　則　　　　　　部　　長　老　松　　　司 
 
　商工農林部次長　　　　　　　　　　　商工農林部次長 
　商工観光課長　大　浦　信　雄　　　　　　農業振興課長　津　田　泰　二 
 
　商工農林部　　　　　　　　　　　　　建設水道部 
　農地林務課長　林　　　憲　正　　　　　　土木課長　栄前田　龍　平 
 
 
 都市整備課長　江　上　敦　士　　　　　　上下水道課長　菊　池　紀　明 
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１．職務のため出席した事務局職員 

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事調査課長 
　事務局長　森　田　　　功　　　　　　議事係長　石　黒　哲　康 
 
　主　　幹 
　調査係長　林　　　哲　広　　　　　　議事係・調査係主任　榮　　　朋　江 

 

１．会議の経過 

　午前９時００分　開会 

 

（２月定例会付託案件の審査） 

○有若委員長　定足数に達しておりますので、ただいまより産業建設常任委員会を開会さ

せていただきます。 

　本定例会において当委員会に付託されましたのは、案件８件及び報告２件であります。 

　これより、議案第４号　令和４年度砺波市一般会計予算所管部分外７件について及び

報告第１号　専決処分の承認を求めること外１件について審査をいたします。 

　なお、議案に対する当局説明につきましては、議案説明会において説明を受けており

ますので、付託案件に対する質疑から始めます。 

　それでは、発言される委員の方はどうぞ。 

　向井委員。 

○向井委員　商工業振興計画策定業務委託料２２０万円についてお伺いしたいと思って

おります。 

　先日の説明では、この業務委託料は第２次砺波市総合計画後期計画の商工業の分野に

おける個別計画として、令和５年からの第３次計画として定められるための業務委託料

だとお聞きしました。 

　そこで、令和４年度は第２次砺波市商工業振興計画の最終年であるということで、検

証をどのように図られて、それをどのように第３次計画へ反映なされるのか、お気持ち

なのかお伺いしたいと思います。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　第２次商工業振興計画の検証につきましては、この計画の第３章の
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計画の方向性という中で、成果指標として、令和４年度末までの目標値を１５項目設定

しておりまして、既に現時点で市内事業所の従業員数とか企業立地数など６項目で達成

していると。また、平成２８年の現状値よりも１０項目で既に上回っているということ

で、そういった形で検証も既に進めているところでございます。 

　今後は、第３次計画の策定の折にも、この達成状況などについても確認と分析を行う

など、検証を行ってまいりたいと思っております。 

　以上です。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、今後、策定委員会を設置して準備に取りかかられると思っており

ますが、第２次の策定では１４名の委員であったかと思います。経済的な流れも変わっ

てございますので、今回はどのようなメンバーで編成を考えておられるのかお伺いした

いと思います。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　具体的な策定委員会のメンバーについては、これから決定していき

たいなと思っております。ただ、基本的には、これまでのように商工団体の皆さんとか、

事業者の代表の方とか、若手、女性のメンバーの方も選定することを考えているところ

でございますし、創業者の皆さんにも参加いただければということで検討していきたい

と思っているところでございます。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　今までのメンバー構成では、例えば商工業の振興を図ったり、当然、新型コ

ロナウイルス感染症対策が最優先であろうと思うわけでありますが、地域資源の活用を

含めた農商工を連携した６次産業、要するに、新たなビジネス創出も含めて今後検討を

進めていかなくてはいけない時代になってきました。社会の情勢も含めて、委員、スタ

ッフも柔軟に考えていただければありがたいなと思っておりますが、その辺のところを

よろしくお願いいたします。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　前回の第２次計画の策定の委員会のメンバーの中にも、農商工の連

携事業により新商品を開発された方も実は含まれています。また、新商品を販売してい

る商業施設の店長さんにもメンバーに入っていただいているということもありますし、

そういった方にも入っていただけないか検討していきたいと思います。 
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　ただ、今言われました社会情勢の変化ということですが、まさしくコロナ禍という状

況でありますので、こういった状況に対応した施策等についても協議いただければと思

っているところでございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　今ほど向井委員からも農商工連携の話がありましたが、私も商工振興費、地域

資源活用事業、農商工連携事業費についてお伺いいたします。 

　こちらは、県が指定した各地域における資源を活用しまして新商品の開発、促進を支

援するものですけれども、改めてになります。どのような方がこの補助金を申請された

のかお教えください。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　この地域資源活用事業・農商工連携事業につきましては、平成２８

年度から令和３年度まで９件の申請がございました。そのうち地域資源活用では３件、

農商工連携推進事業では６件の実績になっております。新商品のパッケージやＰＲチラ

シなどの取組ということで、特に６次産業をやっておられる飲食業の方とか、庄川峡観

光協同組合さんとかも対象にしておりますので、そういった方を含めて９件の実績があ

ったということでございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　皆さんが大変利用していらっしゃる補助金ということになるんですが、今回の

予算ですが、前年から２０万円減額となっております理由をお知らせください。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　実はこれまで年間３件、１件当たり２０万円を上限でお願いしてお

りましたが、コロナ禍に入りまして実績がこの２年間１件ずつということもありました。

この間に、実は国の事業再築補助金とか県のリバイバル補助金等の実績がすごくござい

まして、国の事業では約１４件ございました。また、県の事業では全部合わせて約９４

件あったということで、皆さん、新商品開発や販売促進に向けて、こういった県とか国

の事業を取り組んでおられるということで、市の予算は減額になっておりますが、こう

いった事業が整備されたということで、こういった事業の活用を促していくことも大事

だということで、そういった中で農商工連携を推進していきたいと思っております。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　農商工連携を推進していかれる。先ほどのお話でも、国の補助金を活用してと
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いうことがありました。また、砺波市には砺波市農商工連携推進協議会という組織があ

るということなんですが、こうしたものに対してサポート、働きかけ等というのはあり

ますでしょうか。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　砺波市農商工連携推進協議会ですが、毎年９月といいますか秋頃に、

砺波のイオンさんで、となみのめぐみフェアということで、この委員会のメンバーを主

体に、農商工連携で新商品になったものの展示と販売もしていますし、その折には、た

だ単に販売だけじゃなくてＰＲも進めるということでやっているところでございます。

また、今後、そういったＰＲも進めてまいりたいと思っています。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　商工の連携といいますとパワー博のイメージが強いんですけれども、このパワ

ー博に農商工の連携の取組というのは今後考えられているのか、少しここで教えていた

だければと思います。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　現在、商工会議所のほうで、今年９月に開催予定のパワー博の開催

概要について協議されているところでございます。 

　前回のパワー博では、今、市の事務局である農商工推進協議会のブースを設置してお

りまして、取組が今回できるかどうか検討していきたいなと思っております。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、金融対策費、新型コロナウイルス感染症対応資金等利子補給２，

８２０万円９，０００円についてお伺いしたいと思っております。 

　本市では、２年前から新型コロナウイルス感染症関連融資の利子補給を実施しておら

れるわけでありますが、この制度資金は県の制度資金が対象となっていると思われます。 

　そこで、令和４年度に市内の中小企業が主に借入れを行う制度資金は具体的にどのよ

うなものがあるのか。また、県では中小企業等の緊急支援パッケージによる支援をする

と発表があったかと思いますので、このコロナ融資において拡充された点があればお聞

かせいただければと思います。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　まず制度資金名ですが、これは県制度であるビヨンドコロナ応援資

金と富山県の経済変動対策緊急融資、この２つが主に借り入れられている制度資金でご
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ざいます。 

　また、この両方の資金ですが、令和５年３月３１日まで延長拡充となっておりますし、

特にビヨンドコロナ応援資金につきましては、融資限度額が４，０００万円から６，０

００万円に引き上げられたということで拡充されたところでございます。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、令和４年度の予算の利子補給の件数でありますとか、今回の予算

は２，８２０万円余りということで、いつからいつ頃までの分なのか、その辺のところ

を聞かせてください。 

　また、今ほど説明があったかと思いますが、ビヨンドコロナ応援資金の借入れにおけ

る利子とか保証料についてもお伺いしたいと思います。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　今ほどの利子補給の件数と予算でございますが、件数は８８件を見

込んでいるところでございます。この分につきましては、利子補給の実施要綱が最大３

６か月となっておりますので、この予算の期間につきましては、令和２年３月から令和

４年３月分までを対象にしているところでございます。また、利率につきましては、こ

ちらは県制度融資と同様で１．２５％以内となっています。保証料につきましては、国

が０．６５％、県が０．２％補助されるということから、借入れされる中小企業者の負

担はゼロになるところでございます。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　要望でございますが、中小企業もしくは個人事業者への新型コロナウイルス

感染症関連の支援というのは、まだまだ必要な部分がございますので、引き続き支援策

をお願いしたいと思っております。 

　以上でございます。 

　それでは、となみ首都圏プロモーション事業委託料５００万円についてお伺いしたい

と思っております。 

　これにつきましては、２０２２年となみチューリップフェアに向けてのものだという

ことで、現在、コロナ禍にあっても工夫をされながらプロモーション活動を推進されて

いることと思っております。今どのような取組をなさっているのかお聞きしたいと思い

ます。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 



－７－ 

○大浦商工観光課長　今ほどの首都圏キャンペーンにつきましては、今委員が言われたと

おり、２０２２となみチューリップフェアのＰＲを東京駅において３月７日から――既

に始まっておりますが――４月３日まで、デジタルサイネージによる動画放映を行って

おりまして、この後３月下旬からはＳＮＳによる広告を行う予定としております。 

　今回、追加で補正をお願いしておりますプロモーション事業につきましては、４月上

旬より、北陸３県と岐阜県、長野県などの近隣県を対象に、動画放映やＳＮＳの広告、

雑誌の掲載によりＰＲを行うことにしているところでございます。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　今ほどの説明では、北陸３県を含めた近隣県であるということです。 

　要望でございますが、昨年のチューリップフェアの入場の割合についても、県外が約

５割だとお聞きしております。交通手段が、自動車の割合が約８５％余りあるというこ

とで、自宅から１時間余りの県内、地元や近隣の誘客を狙うような推進策、今ほどはマ

イクロツーリズムというような話ではないかなと思うんですけれども、ぜひ推し進めて

いただければと思っております。 

　それでは、引き続き、同じ首都圏プロモーション事業なんですけれども、となみ首都

圏プロモーション事業委託料５００万円についてでございますが、この予算は、まだま

だ先の話ではあるんですけれども、２０２３年のとなみチューリップフェアに向けての

ものだとお聞きしております。まだ先の話でありますが、今後の計画等がもしあれば聞

かせていただければと思います。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　今ほどの首都圏プロモーションにつきましては、言われたとおり、

２０２３のとなみチューリップフェアのＰＲを行うためでございますが、今後の新型コ

ロナウイルス感染症の状況を見ながら内容について検討してまいりたいと思っていると

ころでございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　それでは、となみブランド推進事業費についてお伺いします。 

　ウェブサイトやチラシの更新とか、新たに事業者向けのワークショップを開催すると

いうことですが、もう少し事業の詳細について御説明いただきたいと思います。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　現在、となみブランドの認定委員会には１０名の委員がおられまし
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て、そのメンバーを主体に、となみブランドの推進組織を令和４年度に立ち上げる予定

としているところでございます。 

　今後はこの推進組織で意見を行いながら、となみブランドの認知度向上ということで、

今ほどありましたセミナーとかＰＲの関係とかを検討してまいりたいと思っているとこ

ろでございます。その意見の中でいろいろと進めていければと思っております。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　ワークショップについては説明をいただきましたが、ウェブサイト及びチラ

シ更新については、情報内容が変わったことによる更新なのか、それとも新たな全く別

のメニューで何かを仕掛けたいなと思っておられるのか、その意図についてお伺いしま

す。 

○有若委員長　大浦商工観光課長。 

○大浦商工観光課長　今ほどのチラシとかにつきましても、大きく変えるということは考

えておりませんで、更新ということですが、そういったチラシとか冊子を作るというこ

とも大事ですが、やっぱりＰＲをいかにしていくか、いかに認知度を向上していくかと

いうことが非常に大事でございます。そういった推進組織の皆さんも自らいろんなこと

で動かれると聞いていますので、そういった方の意見を参考に進めてまいりたいなと思

っています。 

○有若委員長　山森委員。 

○山森委員　４つの事業を関連づけて申し上げて見解を求めたいと思います。 

　１つ目は、夢の平コスモス荘の宿泊室の空調設備に１７５万円が予算づけされている。

２つ目は、令和４年度の土木費において、水記念公園の整備事業基本設計策定費として

１，４４０万円。３つ目は、商工費において水記念公園特産館の展示設計費に１，００

０万円。４つ目は、所管替えになりますけれども、増山城址の整備活用事業に１，００

０万円が見込まれているという状況であります。 

　その中で、まずコスモス荘の客室の空調設備ですが、老朽化なのかなと思っておりま

したが、老朽化もあるけれども、コロナ対策、強制換気のための空調の整備だというこ

とでありました。 

　そこで、コスモス荘なんですけれども、空調設備のみならず、全体的に申し上げて、

コスモス荘の２階の部分、時代の要請で、コスモス荘は一生懸命今運営をされているわ

けでありまして、経営されているというか運営されているスタッフ、管理体制も刷新さ
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れましたし、料理のメニューあたりも斬新になってきました。また、ヨガ教室やテント

サウナも取り入れて、新しい試みを図っておられるということであります。 

　先日もそのテントサウナへ行ってきまして、たくさんの人が来ておられました。人数

制限１０人なんですけど、遠い人は名古屋のナンバー、これはいいことか悪いことかは

ちょっと横に置いておいて、僕が上がっていくときに下りてくる名古屋ナンバーの２台

とすれ違ったような状況でありました。 

　そこでなんですけど、先ほどちょっと冒頭で申し上げましたけど、コスモス荘の２階

部分について、現在はやっぱり、座布団、敷き布団という形態では時代にマッチしない

のではないかな。やっぱりソファーとかベッド、そういう体制を整えていただきたいな

と思いますし、名称についても、「コスモス荘」と言わずに、「夢の平コスモスビレッジ」、

「ロッジ」ぐらいの新しい名前にして、そういうリニューアルも考えていただきたいな

と思っています。 

　これはコスモス荘なんですけど、２つ目の水記念公園の基本設計、それから特産館の

設計について申し上げたいんですが、運用から３０年が経過しておりまして、水記念公

園をさらに新しいゾーンのお客さんに市内外から招き入れて、時間のたつのを忘れた親

しまれる公園ですとか、また、庄川の温泉郷の核として、さらに、水記念公園から上流

へ向かっての庄川の中に相当景勝地がございます。そういう景勝地を探索するための拠

点となるような設計にしていただければいいのではないかなと。水記念公園の機能がさ

らにアップするのではないかなと思っております。 

　また、水記念公園については、公園の整備検討委員会というものがありますから、そ

れと行政との関わり合い、それからまた、公園の設計に市民の意思を取り入れていただ

きたいなと思っておりまして、そういうことも含めて設計を進めていただければと。意

見を求めたいと思っています。 

　冒頭、３つの事業を申し上げました。この一つ一つを見ますと、それぞれ点なんです

けど、この点をラインといいますか線で結ぶと、水記念公園から始まって、展望台があ

って、スキー場があって、県民公園の菖蒲園があったり、また増山城址があったり、１

つの線になり、それに平野部の砺波市の観光の主役である砺波チューリップ公園が加わ

ると、大きな面になるわけであります。この面というのは、砺波市にとって大変大事な

面であると思っていまして、庄東丘陵から庄川、散居を眺めながら、このエリアをしっ

かりと位置づけていただきたいと思っております。 
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　何十年前になるんでしょうか、何か丘の夢構想という構想もあったように聞いており

ますが、新たに構想を立ち上げるということではなくて、既存の施設をしっかりと線で

結ぶ。その中において、設計といいますか、そういうことを立ち上げていただければ、

さらに躍進できるといいますか、かなりグレードアップした観光施策ができるのではな

いかなと思っております。 

　コスモス荘については津田農業振興課長、それからまた江上都市整備課長、そして全

体として島田商工農林部長にお尋ねしたいと思います。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　まず、委員から御提案のございました客室の整備を含めました名称

の変更、リニューアルすることにつきましては、１つの案として承っておきたいと存じ

ますけれども、まず施設整備や周辺環境を含めまして、コスモス荘そのものの在り方に

ついて、やはり将来計画の中でも考えていかなくちゃならないかなと考えております。 

　そういった中で、先般、昨年の１２月２０日になるわけでございますけれども、栴檀

山地域全体の地域コミュニティーを復活、活性化させたいということから、地元と協議

を重ねまして、栴檀山地域活性化協議会というものを設立したところでございます。 

　この協議会におきましては、東別所地域を中心といたしました地域振興と寺尾地域を

中心といたしましたコスモス荘の再建を目的とするということで、両地域がお互い協力

しまして、共同活動による地域コミュニティーの復活を目指していきたいなと考えてお

ります。 

　また、この活動に当たりましては、国の農山漁村振興交付金という事業を活用して行

いたいと考えておりまして、今現在、採択に向けまして地元と事業内容の調整を図って

いるところでございます。 

　こういった中で、今ほど御提案のございましたコスモス荘のリニューアルも含めまし

て、今後どうしていくかということにつきまして、行政だけでなく、地元の方々とも十

分協議していきたいなと考えております。 

　以上であります。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　では、私のほうからは、庄川水記念公園の計画の策定についてお答

え申し上げます。 

　まず、庄川水記念公園の再整備に係る委員会と行政の関わり合いという点でございま



－１１－ 

すが、昨日、副市長からもお答えしたとおり、これまで水記念公園の整備に当たりまし

ては、庄川水記念公園再整備を考える会としまして、例えば、自治振興会ですとか商工

会、観光協同組合など、地元の関係団体の皆様にも委員になっていただいて、いろんな

御意見を伺っているところでございます。このいただいた意見を基に、行政のほうで意

見の集約ですとかイメージパースの策定を行いまして、さらに委員の皆様に御意見をい

ただくということで、行政と委員の方の意見の交換をしているところでございます。 

　新年度から実施いたします基本計画の策定につきましては、再整備の検討委員会とい

うものを新たに立ち上げまして進めていくことになると思いますが、これにつきまして

も、有識者ですとか地元の関係団体の皆様に御参画いただきまして進めることになると

いうのが１つ。もう一つは、測量を実施しまして、面積とか高さなど詳しいところも把

握した上で、より具体的な案を皆様に御議論していただきたいと考えております。 

　いずれにいたしましても、この公園が庄川地域の核となって、にぎわいの中心となる

公園となるよう計画を進めてまいりたいと考えております。 

　以上です。 

○有若委員長　島田商工農林部長。 

○島田商工農林部長　かつての丘の夢構想を見据えて、既存施設をつなぐことを意識した

施設整備が必要ではないかということかと思います。そのような観点は非常に大事だと

思いますので、水記念公園などの整備を検討していく中で、しっかりと意識をしていけ

ればと考えております。 

　ただ、施設を整備したからといって、点が線になるとは思っておりません。それぞれ

の施設の管理者、運営者が目線を上げて広域に地域を見渡し、他の施設の連携を発想豊

かに楽しみながらチャレンジをしていく。そんな人たちの遊び心や意気込みが点を線に

していく原点ではないかなと考えています。 

　おかげさまで、今、例えばＴＯＮＡＭＩ－ＳＴＡＹ実行委員会の坂井さんであります

とか、コスモス荘の満保さん、また、せんだんのＨＩＬＬを支える女性陣や、フォトロ

ゲイニングを企画する砺波青少年ホームの皆さん、また、増山城の曲輪の会の皆さんや、

ほかにも越中三助焼窯元さん、そして庄川遊覧船株式会社さん、最近では庄川挽物を引

き継ごうとする女性の方も現れ、今、庄川、庄東エリアには、このように熱い思いを持

った方々がたくさんいらっしゃるわけです。施設と共に、このような思いのある方々の

様々な方向に連携することで複数の線をつくり、それがネット、網となって多くの来訪
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者を招き入れ、そして回遊してもらえるのかなと考えております。 

　市といたしましては、関係の皆様のお話をしっかり聞いて寄り添い、また連携を応援

できるよう、様々な支援策などの情報提供もしながら、今回の予算にもありますように、

各部局一体となって庄東丘陵エリアの各種事業をしっかりとサポートしていきたいと考

えております。 

　以上でございます。 

○有若委員長　山森委員。 

○山森委員　質問がちょっとぼけていたのかも分からないですけど、なかなか積極的な答

弁がなかったようにちょっと感じてしまいました。 

　特に水記念公園の設計というのは、その基本に第一歩設計のコンセプトがしっかりし

ていないと毛頭いいものにならないと思います。どういう公園にするんだという基本的

な理念をしっかり打ち立ててやっていただきたいなと。今のぼやーっと１，０００万円

消化するがやということであっては、毛頭あかんのではないかなと思います。 

　先ほども言いましたし、やっぱりいい機会なんですね、これ。三十数年運用してきま

して、これから新しいまた水記念公園ですから、庄川温泉郷の核にしなきゃいけないし、

いいところが結構あるんですよね。やっぱりあそこをベースキャンプにして探索できる

拠点の水記念公園にしてほしいなと思っています。そういうこともコンセプトの一つに

入れていただいて、ぜひとも設計をお願いしたいと思います。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　委員の熱い思いは十分承知したところでございます。 

　先ほども申しましたが、昨年来進めてまいりました庄川水記念公園再整備を考える会

におきましても、現状の課題ですとか、将来的な思いを皆さんに語っていただいたとこ

ろでございます。大きな流れとしましては、親水というものはもともとテーマとして大

きくあるので、それはもちろん生かしていく。当然、今ある噴水をどうしていくかとか、

川辺の環境をどうしていくかみたいな御議論もございますし、大きな意見としましては、

公園自体に一体性がないという御意見が非常に多うございました。高低差もあることか

ら、これらを解消したスロープで公園全体が一体的につながった回遊できる公園づくり

を意見としてまとめられまして、これを基にイメージパースを作成しているところでご

ざいます。 

　我々といたしましては、ここまでの積み上げの議論もいただいておりますので、まず
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はこれをベースに、もうちょっと具体的なものを皆さんに御提示してもんでいただくと

いうのを第１に考えております。その上で、さらによい御意見がないか、これらを検討

委員会の中で議論して、よりよい計画としていきたいということで、ぜひ頑張ってまい

りたいと思いますので、また御意見のほうもよろしくお願いいたしたいと思います。 

　以上です。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、情報収集等業務効率化支援事業費についてお伺いいたします。 

　これは、国の助成、補助を活用したタブレット導入だと先日御説明がございました。 

　そこで、今現在、２９名農業委員がいらっしゃるわけでありますが、そこへの貸出し

は全て整うのかどうか、その辺を確認させてください。 

○有若委員長　津田農業委員会事務局長。 

○津田農業委員会事務局長　国の予算の都合によりまして、農業委員２９名のほぼ半数と

なる１５台の割当てがあったところでございます。この１５台の割当てにつきましては、

４つの中学校校下を単位としまして振り分けることとしておりまして、使用する際には、

農業委員が所属する中学校区管内の委員の皆さん方の間で日程調整をしていただきまし

て、農地パトロールや遊休農地の調査等の現地確認等で活用していただきたいと考えて

おります。 

　以上であります。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　今ほどの説明では、各中学校区ごとにということと、あとは農地パトロール

や状況調査等に使われるということなんですが、いかがでしょうか、ソフト自身の利便

性といいますか、随分難しいソフトであれば使い勝手が非常に悪いんだろうなと思うん

ですが、その辺のところを本格的に運用なされる上での、場合によっては研修であると

か、何かそのようなことは予定されているんですか。 

○有若委員長　津田農業委員会事務局長。 

○津田農業委員会事務局長　タブレット端末のソフトにつきましては、農林水産省の地理

情報共通管理システム「ｅＭＡＦＦ」と連携した農地ナビ等の現地確認アプリが組み込

みされることになっております。 

　私たちが現在聞いておるのでは、このソフトにおきましては、誰でも簡単に操作が可

能とお聞きしております。しかしながら、正直言いまして、現在、農業者の皆さん方、
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結構年配の方もいらっしゃるものですから、導入後におきましては、県や県農業会議に

おきまして研修会を開催するとお聞きしておりますので、農業委員の皆さん方全員にこ

の研修会を受講していただきまして、円滑な運用が図られるよう努めてまいりたいと考

えております。 

　以上であります。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　今ほど研修会も開きたいということであります。要望でございますが、とに

かく、導入されるのであれば、農業委員の方が、ああ、分かりやすくていいねというよ

うに便利に使っていただければありがたいなと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　私からは、農業経営等構造対策費、就農準備研修事業補助金についてお伺いい

たします。 

　新規就農、担い手不足というのは農業分野においても非常に深刻でございます。そん

な中、今回、新規就農希望者への予算が組まれておりますが、今回、この就農希望者の

見込み人数などが分かりましたらお教えください。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　今回２名の新規就農者を見込んでおります。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　その２名の方ですが、どのような作物の栽培を考えていらっしゃるんでしょう

か。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　切り花生産です。具体的には、チューリップとか小菊などを中心と

いたします。もう一つは果樹でありまして、これはブドウの栽培を予定しております。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　切り花と果樹ということでしたが、このお二方はいつからいつまで、どちらで

どんな研修を進められるのかお教えください。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　研修につきましては、本年４月から１年間の予定でそれぞれ研修す

ることになっておりまして、現在、切り花の方につきましては、東般若の権正寺営農組
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合で研修の予定でございます。もう一人の果樹の方につきましては、やまふじぶどう園

で研修する予定としております。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　今後の新規就農の希望者の見込みですとか、例えばですけれども、令和４年度

の年度途中に新たに就農希望者が出てきた場合はどのような対応になるかお教えくださ

い。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　今現在、新規就農者というか就農希望者といいますか、したいなと

いうことでお聞きしているのは、３名の方をお聞きしております。１名は水稲プラスタ

マネギ、２人目の方は水稲種子、３人目の方は水稲プラス大豆ということで、今御相談

を受けております。今後、就農希望がございましたら、どんなことをやりたいのか、い

ろいろお聞きしながら、県の農林振興センターといろいろお話をしていくことになろう

と思います。 

　ただ、新規就農を希望している青年といいますか、こういった方々におかれましては、

やはり将来経営者になっていただかなくてはならないと私たちは思っております。した

がいまして、まずはとやま農業未来カレッジで簿記などの基本的な知識や実践的な技術

の習得、または、先ほど申し上げましたような先進農家での農業実習などを通して、経

営者としての資質とか栽培技術の習得が必要かなと思います。こういったところへ今後

要望なりしている方を誘導していくべきかなと私は思っております。そういうふうにし

て、確実に新規就農者を育成していきたいなと思っております。 

　以上であります。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、とやま型農業経営支援事業補助金についてお伺いしたいと思いま

す。 

　これは、令和３年度の予算から拡充で倍増以上の予算立てとなっております。担い手

の育成や確保、地域農業の確立という意味では、非常に必要な支援だと私も考えておる

わけでありますが、その取組を実際に行われる経営団体についてお聞かせいただければ

と思います。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　経営の団体名まで申し上げるのは何でございますけど、内容という
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ことで申し上げさせていただきたいと思っております。 

　繰り返しになるかもしれませんけれども、従来のとやま型モデル実践タイプのほかに、

新規就農者に対しまして支援する就農スタートアップ支援事業というものが加わり、今

回この事業内容が拡充されたということでございます。 

　そこで、具体的にこの内容を申し上げさせていただきます。 

　とやま型モデル実践タイプにつきましては、３経営体におきまして、コンバインの機

械の導入、イチゴ栽培ラインの施設整備、サツマイモキュアリング施設の整備を行う予

定でございます。 

　また、もう一つの就農スタートアップ支援事業につきましては、新規に就農を予定し

ている認定新規就農者が水耕栽培ハウスを整備しまして、リーフレタスを栽培する予定

にしております。 

　以上であります。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　要望でございますが、農業経営の支援策について今後ますます推進できるよ

うに、またひとつよろしくお願いしたいと思います。 

　以上です。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　有害鳥獣等予察等事業費についてお伺いします。 

　まず、有害鳥獣被害防止対策事業補助金４０万円ですが、令和４年度のテキサスゲー

トの設置予定箇所と幅員についてお伺いします。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　要望地区につきましては庄川の雄神地区でございまして、幅員は５

メートルの延長２．７メートルの予定でございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　今までテキサスゲートについては、般若、金剛寺、東山見、あと民間で、最

近庄川町金屋地内のほうにも簡易版でつけられたと伺っています。つけることは大事か

と思うんですけれども、つけたことによる効果をどのように地元から把握、聞き取りな

どしておられるかお伺いします。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　効果ということでございまして、１つ目には、今まで申し上げてき
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ましたように、センサーカメラを設置しておりまして、いずれもテキサスゲート付近で

のイノシシの映像はないということで、全く近寄っていないという状況がございます。 

　また、２つ目には、これが一番大きいかなと思っているのは被害でございます。いわ

ゆる農作物への被害ということでございまして、平成２６年には２３７万円という被害

額でございまして、これがピークでございました。その後年々減少しておりまして、令

和３年度におきましては、現在１６万円余の見込みということでございまして、この電

気柵とテキサスゲートを複合、連携させたことによりまして非常に効果があったかなと

いうことで、地元からもそのような声を伺っております。 

　以上であります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　今ほど私も言いましたが、年間１か所ずつぐらいの計画で今までテキサスゲ

ートの設置は進めてこられましたが、今後の計画について、地元からいろんな要望があ

るというような、順番待ちみたいな状況についてはどのように把握しておられますか。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　まず、設置に当たりましては、電気柵と連携して設置することが非

常に効果があるということで、今ほど申し上げたとおりでございますけれども、２つ目

には、道路管理者からの許可がないことには何も設置することができません。こういう

ことから、まず地元の要望調査を行いながら、具体的な箇所数をまた調査していきたい

なと思っております。 

　そういったことで、これから次の５年に向けてまた調査が始まってきますので、現時

点では要望はございませんけれども、その調査の中でまた要望箇所が出てくれば対応し

ていきたいなと思っております。 

　以上であります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　これで何年かやってこられまして、２３７万円という被害から１６万円まで

と一気に１０分の１以下に減ったわけで、その残りの１６万円をどこまで減らすのかと

いう話は、費用対効果の面もあると思いますが、引き続き対策を続けていただきたいと

思います。 

　引き続き、電気柵の件についてもお伺いしたいと思います。 

　今回２５万円、負担割合は２分の１ということで、要は５０万円の総事業費になると
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思うんですけれども、電気柵の延長はどのくらいなのかお伺いします。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　今回の予算につきましては、１地区５万円で５地区を考えて２５万

円となっております。延長につきましては、１地区当たり３，０００メートル、３キロ

メートルを予定しております。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　この電気柵も市内中、非常に広く設置しておりますが、今後の設置計画につ

いてお伺いします。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　今後の設置計画でございますけれども、正直言いまして、令和３年

度及び４年度分につきまして、電気柵の設置要望というのは今のところございませんで

した。しかしながら、またどのような状況になるか分かりませんので、また地元の要望

調査を行って、要望があれば場所も確認し、必要があれば対応していきたいなと考えて

おります。 

　以上であります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　要望があればまた適切に対処していただきたいなと思います。 

　この有害鳥獣等予察等事業費の中には、イノシシ、熊の対策が記載されてありますが、

鹿の現状について何か把握しておりますか。被害があるとかないとか。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　いわゆるニホンジカのことをおっしゃっているのかと思っており

ます。これにつきましては、正直言いまして、年々頭数といいますか捕獲頭数も増えて

おります。現在、令和３年度につきましては２１頭の捕獲をしております。令和２年度

につきましては１１頭でございまして、はるかに超えているという状況でございます。

しかしながら、頭数は増えているとはいうものの、農作物への被害は今のところ聞いて

おりません。 

　以上であります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　この鹿対策についても今後考えていく必要があるかと思いますが、各地元か

ら被害があったり要望があった際には、またお知恵を貸してあげていただきたいなと思
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っております。 

　以上です。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、チューリップ切り花等国内販路拡大支援事業費についてお伺いい

たします。 

　令和３年度は、過去最高の２４０万本を超える見通しであるということであったかと

思います。当産業建設常任委員会でも、切り花生産に取り組んでいる事業者を訪問しな

がら、今後さらに生産量を押し上げて、なおかつ、東京や大阪などへの市場に向けて、

本年度は出荷をたくさん見込みたいというお話がありました。 

　そこで、これまでとなみ切花研究会が中心となりながら出荷されてきたと思っており

ますが、首都圏を中心とした切り花の販路拡大を行ってこられた今までの成果について

聞かせていただければと思います。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　今ほど申し上げられましたように、砺波切花研究会が事業主体とな

って行ってきたわけでございますけれども、これまで地方創生推進交付金とかチューリ

ップ切り花国内販路開拓支援事業、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

などを活用してきたわけでございます。こういった中で、チューリップ切り花のブラン

ドを高め、首都圏での販路拡大を目指しましてＰＲをしてきたところでございます。 

　主な内容といたしましては、１つ目には、生花としてのチューリップ切り花の魅力発

信、２つ目には、富山県産チューリップの切り花の周知と販路開拓、３つ目には、とな

みチューリップフェアのＰＲということで積極的に行ってきたわけでございます。 

　今ほど御質問の成果につきましては、令和２年度におきまして、切花研究会のホーム

ページの改修とか、パンフレットとか販促商品にＱＲコードを添付しまして積極的にＰ

Ｒを行ったところ、ここ近年のコロナによる巣籠もりの需要の影響もあったかもしれま

せんけれども、インターネットからの注文が非常に増えまして、売上げ実績は増加した

とお聞きしております。 

　また、新たにイオンモール木更津でのチューリップ切り花の試験販売を行ったところ、

大変好評だったと木更津の担当者からも聞いております。 

　また、今年度の令和３年度におきましては、新たに都内７店舗、例えば、津田沼とか

品川シーサイドとか日の出とか、そういった店舗など７店舗で約４，０００本の試験販
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売を行ったところ、高い評価があったと伺っております。 

　したがいまして、継続は力なりではないですけれども、こういったことでやってきた

ことが、少しずつでございますけれども、着実に実を結んできているかなというふうな

成果が出ております。 

　以上であります。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、今回の予算拡充で、販路拡大に向けて、今まで充実した支援策を

なされながら、だんだん右肩上がりの状態になっているかと思うんですが、予算が拡充

されたということでもございますので、さらに今までと違う手法もしくはＰＲ活動が盛

り込まれると考えますが、もし何か支援策があれば聞かせていただければと思います。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　具体的な内容につきましては、これからまた切花研究会とも詰めて

いくことになろうかと思いますけれども、例えばＰＲ用の切り花の包装資材を新たにリ

ニューアルしたりとか、そういったことも何かしていかなければならんかなと今話はし

ております。 

　また、ＰＲにつきましても、先ほど申し上げましたように、ＱＲコードだけではなく

て、ツイッターとかインスタグラムとか、そういったものもできるようにしていかなく

ちゃならないかなと今考えております。 

　以上であります。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　切り花ですけれども、２０２１年度で２４０万本と。県下全体では３４

３万本だったんですか。全国的には、新潟県あるいは茨城県に及ばないとしても、砺波

市の場合、２４０万本ということで、約６割を占めるという状況ですよね。 

　私ども、１月１８日だったと思うんですけれども、センティアさんとトピア坪内さん、

権正寺営農組合を訪問してきました。そこで、さすが砺波の花卉球根だなという感じが

したんですけれども、その中でも課題等もあったように思います。これはまた後で質問

させていただきますけれども。 

　今ほど向井委員からもいろいろ説明があったんですけれども、チューリップ切り花の

ＰＲ事業ですけれども、今後の時期、また計画はどのように進められるのか、その点を

一回お示し願いたいと思います。 
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○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　ＰＲ事業につきましては、先ほど申し上げましたように、細かいこ

とにつきましては、今後また切花研究会とのすり合わせになろうかと思っております。 

　ただ、令和３年度は都内７店舗で新規開拓といいますか、そういった窓口もできまし

たので、こちらのほうは十分活用していきたいなと。またいろいろ相談してＰＲしてい

きたいなと思っております。 

　時期につきましては、切花研究会とも細かいことは詰めになると思いますけれども、

首都圏でのＰＲ先と協議することも重要かなと思っておりますが、例えば、１２月２５

日のクリスマスとか、１月３１日の愛妻の日とか、２月１４日のバレンタインデーなど、

こういった節目の日の直前でのＰＲになってくるのではないかなと思っております。ま

た細かいことが分かれば、皆さん方にも周知していきながらＰＲしていきたいなと思っ

ております。 

　以上であります。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　よろしくお願いします。 

　私もセンティアさんを訪問したときに、非常に効率のよい生産をされているなと思っ

たんですけれども、一方、トピア坪内さんとか権正寺営農組合さんを見たときに、何か

工夫をするべき面があるのではないかなと。砺波の場合、冬に花卉球根を生産するとい

うことは非常にいいことだと思うんですが、チューリップ切り花の生産振興を進めるた

めにも、やはりＰＲ支援事業というものが大事ではないかなと思うんですけれども、そ

こらのＰＲ推進、支援についてどのように当局は考えておいでるのかお聞かせ願います。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　先ほどからの繰り返しになる部分も一部あるかもしれませんけれ

ども、このチューリップ切り花につきましては、高波地区にある株式会社センティアの

若手経営者が国の事業を活用いたしまして切り花施設を増設したことから、ここ３年で

急速に伸びてきたということでございます。 

　先日も、委員会の皆さん方と一緒に、私もこの切り花生産を視察させていただきまし

た。高波の若手経営者では、令和４年には新たにまた施設を増設、これは自己資金とお

聞きしております。増設いたしまして、年間３００万本の生産計画を今考えていると伺

っておりますし、令和５年には４３０万本まで増産したいとお伺いしております。 
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　こういった中で、チューリップ切り花のＰＲにつきましては、これまで恵比寿三越と

いう富裕層をターゲットにしたＰＲ展開を行ってきましたけれども、残念ながら恵比寿

三越が閉店になったことから、先ほど申し上げました千葉県木更津のイオンモールのＰ

Ｒ展開をしてきたという経緯もございます。 

　ただ、どこをＰＲのターゲットにするのかということはやはり私も重要かなと思って

おりまして、この辺もまたいろいろ見極めながら行っていく必要があるかと思います。 

　これまで首都圏でＰＲを続けてきたことが、切り花の売上げ増加にもこうやってつな

がっておりますし、砺波市のチューリップ産地としての知名度も上がってきたというこ

とでございます。実際に私が東京の、恵比寿のときですけれども行ったときに、「今年も

またおいでたんやね」という声もお聞きしましたし、少しずつ砺波市という名前が広が

ってきたのかなと思っています。したがいまして、引き続き支援していくことがやはり

重要かなと考えております。 

　以上であります。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　私も家のほうに親戚からチューリップ切り花が送られてきて、２週間以

上ばっと咲いていた。やっぱり寒いところでは切り花がいいのかなと思っているんです

けれども、そういう面では、春を呼ぶチューリップというのはいいなと思いながら、今

後ともハウス栽培の振興といいますか、花卉球根の振興に力を入れてほしいと、そうい

ったＰＲもやってほしいなということをお願いします。要望です。 

○有若委員長　次に参ります。 

　向井委員。 

○向井委員　それでは、チューリップ球根ネット栽培実証普及事業補助金についてお伺い

したいと思います。 

　この補助金は、平成２９年度から始まっていると。農業振興やとなみブランドの推進

という観点からも、非常に大切な支援策と位置づけられているということであります。 

　そこで、令和４年度の事業補助金の額に対して、どのような実証普及事業、どのよう

な内容で結びつけられるのかお伺いしたいと思います。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　まず、本事業につきましては、令和２年度の植え込みから始まりま

して、令和４年度の掘り取りまでの３か年事業でございました。球根の植え込みと掘り
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取りでワンサイクルとなりますけれども、秋に植え込まれた球根は年を越して６月に掘

り取りされることになります。したがいまして、年度をまたぐということになります。 

　具体的には、令和２年度におきましては、庄下地区等で植え込み分の予算、令和３年

度につきましては、庄下地区等での掘り取り分と鷹栖地区等での植え込み分の予算が合

算されていたということでございます。新年度予算については、今度鷹栖地区の掘り取

り分のみの予算となるということで事業費が少額となったということで、決して全体の

事業費を縮小した、減らしたというわけではございませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

　この県事業のチューリップ球根ネット栽培実証普及事業につきましては、そもそもネ

ット栽培を多くの農家の方に知っていただきたい、また経験していただきたいというこ

とが目的の一つにございます。したがいまして、実際に取り組んだ農家からは、労働力

がかなり減って助かった、１０アール当たりの反収もよかったという声も聞いておりま

す。機械は順調に稼働しておりまして、時には改善の必要も出てきますけれども、何と

いっても今課題となっておりますのは、オペレーターの養成が進んでいないという状況

でございます。これも、球根は１年に一度しか栽培できないということが要因の一つか

なと思っております。 

　ネット栽培につきましては、球根をただ植え込む、掘り取るだけではなくて、掘り取

ってから水洗い、乾燥、選別まで一貫した体系でなければ本来の機能を果たせないと考

えております。 

　オペレーターの養成も含めまして、引き続き関係機関と連携いたしまして、早期実用

化に向けてまた協力していきたいと考えております。 

　以上であります。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　今ほど実証普及から本格運用に向けて、今のオペレーターの養成、人材的な

ものを確保というか推進、確立していきたいというお話でございました。今後ともこの

話が本格運用に向けて進むように、またよろしくお願いしたいと思います。要望です。 

○有若委員長　次に参りますよ。 

　向井委員。 

○向井委員　それでは、保存樹等保全事業補助金についてお伺いしたいと思っております。 

　これは、散居景観を守るために、屋敷林の助成制度と合わせて期待が非常に大きいと
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ころであります。当該地区は、散居景観を生かした地域づくり協定を締結した約１３０

地区以外、出町地区のような市の中心地であるとか、雄神地区のような山間部に対して

の制度だとお聞きしております。 

　そこで、今年度対象となる樹木について、どのくらいを想定しておられるのかお聞き

したいと思います。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　対象となる保存樹の件数につきましては、まず、市が指定しておりま

す保存樹につきましては、全体で１７７件を指定しております。うち支援の対象につき

ましては、３４件が対象となるものでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、この保存樹に指定されている管理者でありますとか所有者の方々

に、今年度始めたということで、令和４年度、剪定費用の助成を受けることになったん

だよという周知をぜひお願いしたいと思いますが、どのような形でそれをなされるのか

お伺いしたいと思います。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　事業の周知につきましては、今ほども申し上げました３４件の補助対

象世帯、実際には２８戸の方々でございますが、この世帯に対しましてダイレクトメー

ルを送付し、事業の周知、また広報となみ４月号及び砺波市のホームページにおいて事

業内容の周知をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　私からも、農村環境創造事業費の剪定枝の戸別回収実証実験のことについてお

伺いします。 

　戸別回収の方法が非常に充実化してきたなと感じております。シルバー人材センター

の軽トラックの戸別回収ですが、回収の制限がなくなったことは非常に大きいなと思っ

ております。 

　そのほかに、シルバー人材センターでの戸別回収での大きな変更点などありましたら

お教えください。 

○有若委員長　林農地林務課長。 
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○林農地林務課長　戸別回収の軽四トラックでの回収バージョンでございますが、この拡

充内容につきましては、今ほど委員がおっしゃられたとおり、利用回数を無制限にした

ほかに、今までといいますか令和３年度までにつきましては、申込みにおいては農地林

務課、市役所に出向いていただいて、利用申込みを記入、提出していただき、そこで年

齢確認とか利用料を確認した後、シルバー人材センターに行っていただく、もしくは金

融機関において利用料を前納していただくという手続をお願いしていたところでござい

ますが、新年度からはシルバー人材センターの窓口に全てを一元化いたしまして、シル

バー人材センターには出向いていただかなければならんのですけれども、そこで利用申

込みを提出していただき、利用料を前納し日時を決定するということで、手続の簡素化

を図っていきたいなと思っております。 

　あわせて、先ほども申し上げました利用回数の無制限ということで、利用者のさらな

る利便性の向上を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　そして、次年度から新たにパッカー車での戸別回収というのも始まります。私、

このチラシを見つけておりまして、私よりも早く見つけられた方が「こんながあるがい

ぜ」と教えてくれたわけなんですけれども、この御覧になられた方から、一般世帯の金

額６，０００円で同じ、これは戸別回収、先ほどシルバー人材センターの一般回収が６，

０００円ということで、多分そちらの値段を見られた方だと思います。この６，０００

円と６，０００円、どう違うがけという話を私にされました。このシルバー人材センタ

ーの軽トラでの戸別回収、そしてパッカー車での戸別回収の違いを説明していただけれ

ばと思います。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　軽四トラックのパターンとパッカー車による回収のパターンの違い

につきましては、まず軽四トラックについては、軽四トラックの最大積載量が３５０キ

ログラムということもございまして、今までの実績を確認いたしますと、かさもござい

ますので、約２００キログラムが平均の積載量であったという結果になっております。 

　今回、新年度からパッカー車を活用するということでございますが、これにつきまし

ては、見込みではございますが、約４００キログラムの量を見込んでおるところでござ

いまして、大きな違いとしましたら、一度に多くの量を搬出することができるところで



－２６－ 

ございます。 

　ただ、違いといいますか、軽四トラックの場合は、利用の１週間前までに申し込んで

いただきたいということでございますが、パッカー車につきましては、１日１件という

感じではございませんで、複数件まとめて回りたい関係上、ルートの選定とか時間の調

整が必要になってきますので、これにつきましては事前に時間も必要になってくるとい

うことで、回収については月末の最終週を予定しておりますが、申込みについてはその

前の月の１５日までに申し込んでいただきたいということで、若干日にちがあるという

ことを御理解いただきたいなと考えておるところでございます。 

　大きな違いについては以上でございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　チラシを見ただけで分からなかったという方がいらっしゃったので、そういう

質問もさせていただきました。 

　分からなかったということでもう一つなんですが、今ほど４００キログラム、パッカ

ー車は積込みが可能ということだったんですけれども、一般の方からしますと、４００

キログラムって大体どのぐらいかなということがあります。簡単にこのぐらいですよと

いうのを御提示いただけますでしょうか。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　大体でしかお伝えできないんですが、剪定枝の樹種によって、幹ばっ

かり入っていたり、枝ばっかり入っていたりして違いはございますが、想定では縦横２

メートル、２メートルの高さ大体１メートルほど、約４立米ほどの大きさになります。

そこに入るものが大体４００キログラムほどかなと想定してございます。反対に今度軽

四トラックの場合は、大体、縦横が１メートルと２メートルで、高さが、木の板を立て

ますので、大体１メートルほどで約２立米、２００キログラムという見積りをしておる

ところでございます。したがいまして、パッカー車ということになりますと、軽四トラ

ックの約倍という量になるかと思っております。 

　以上でございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　突拍子もない質問をしまして、申し訳ございません。 

　軽トラック２台分ぐらい積み込めるイメージでもいいのかなと思って私、今ほど聞い

ておりました。やっぱり女性の方からどういうもんかねという質問が出てくるものです
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から、今ほど質問させていただきました。ありがとうございます。 

　また、林農地林務課長からもお話がありましたが、パッカー車の戸別回収は申込みの

締切日がちょっと早いということもありますので、可能であれば、この締切日の前日な

どに、砺波市の公式ＬＩＮＥなどで、締切日はあしたですよという御案内があればいい

のかなと思っております。これは要望です。 

　続いて、剪定枝リサイクル大作戦の事業について質問させていただきます。 

　今月の２６、２７日、剪定枝リサイクル大作戦というのが行われます。これは令和３

年度でございますが、令和４年度の大作戦ですけれども、こちらの搬入台数はどれぐら

いの数を今見込んでいらっしゃいますでしょうか。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　新年度から行う予定としております秋と春の剪定枝リサイクル大作

戦の見込み台数でございますが、これにつきましては、昨年３月の雪害折れ枝回収で、

軽四トラックなどの車両台数が８３４台、約７０トンの受入れをしたところでございま

すし、また、１１月の秋のリサイクル大作戦におきましては１，７９０台、約１７０ト

ンの受入れを行ったところでございます。 

　新年度の想定の量、台数等につきましては、今申し上げた受入実績を参考にしまして、

年間で約２５０トン、車両台数については２，８００台と見込んでおります。 

　また、この３月に春のリサイクル大作戦を行うことといたしますが、この実施結果に

よりまして、年間の受入量がおおむね把握できるものと考えておるところでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　このリサイクル大作戦に高校生のボランティアという話もありましたが、これ

はこの後どのような形で参加されていくのかお教えください。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　高校生のボランティアで、今後活用といいますか期待していくことに

つきまして、まず、昨年１２月に市政に対する課題研究提案発表会がございまして、砺

波高等学校の生徒から高校生ボランティアの参加提案を受けたところでございます。そ

の後、砺波高等学校と実現に向けまして打合せを重ねたところ、本年３月に実施いたし

ますリサイクル大作戦において、高校生のほうから御協力いただけるという運びとなっ

たところでございます。 
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　業務といたしましては、受付の業務、例えば、申込者の地区の確認、また車両の確認、

そのほかトラックからの荷下ろしなどのお手伝いをお願いしたいと考えております。 

　高校生の皆さんにつきましては、このボランティア活動を通しまして散居景観の維持

保全に関する関心を持っていただき、さらに郷土愛を高めていただきたいなと考えてお

りますし、また、屋敷林の維持保全、剪定枝の処理の現状などについて、見聞など理解

を深めていただきまして、介入サイクルの実現に向けまして、近い将来、私どもと一緒

に汗を流していただけないかなと期待をするところでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　ぜひ高校生の安全なども見守っていただいて、一緒にボランティアを頑張って

いただければと思います。 

　続いて、議会報告会など、また、市労連の皆さんと夏野市長との語る会の中でも出て

いたお話なんですけれども、このリサイクル大作戦を年に３回に増やしていただきたい

という声がやっぱり大きいかなと思います。この希望、要望について御検討いただくこ

とは可能かどうかお伺いします。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　このリサイクル大作戦につきましては、今ほども申し上げましたとお

り、秋と春と２回予定してございます。これにつきましては、現在クリーンセンターと

なみに剪定枝の持込み量が多かった月が、この３月とか１０月とか１１月が突出して量

が多かったわけでございます。その間で無料で受入れするという大作戦を計画したとこ

ろでございますが、本市におきましては、そのほか、先ほどから申し上げておりますと

おり、軽四トラックでの戸別回収、また、新年度からはパッカー車による戸別回収を含

めてやっていきたいなと思っておりますので、実際リサイクル大作戦を、例えば、毎月

すればもっといいんじゃないかという御意見もあろうかと思いますが、実際、経費がた

くさんかかってくるものですから、現在、戸別回収というところで、十分ではないかも

しれませんが、ある程度市民の要望に対してはお応えできているのかなと考えておると

ころでございますし、また、将来、野焼きによらない屋敷林の処理方策といたしまして、

様々なことをまた考えながら対応を重ねていきたいなと考えております。 

　取りあえず年間２回実施をさせていただきたいなと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 
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　以上でございます。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　長くなりまして申し訳ありません。 

　前回の当委員会におきまして、山本委員から剪定枝の運搬時のマナーについてお話が

ありました。今回チラシを見ておりましたら――今回チラシを何回も持ってきてあれな

んですけれども、これです。ネットにしっかりくるんで運ぶようにという啓発の写真が

出ておりました。非常に分かりやすく、市民の皆さんにも注意していただけることと思

います。これは感謝申し上げます。ありがとうございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　それでは、土地改良総合整備事業補助費についてお伺いします。 

　今回、種田と五鹿屋、そして新たに柳瀬地区ということで事業が着々と進んでいるわ

けですが、改めて聞きますが、これのそれぞれの事業内容と現在の進捗状況についてお

伺いします。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　各地区の事業内容につきましては、現在、継続のものが３地区と、新

年度から柳瀬ということで、新年度から合わせますと４地区が動いていくということに

なります。それぞれの地区の事業内容につきましては、それぞれの地区においては基盤

整備後約四、五十年経過しておることから、経年劣化によります農業用排水路の更新の

ほか、効率かつ安定的な農業経営を確保するために、区画整理工などを中心に主に事業

として取り組まれている現状でございます。柳瀬についても同じような状況でございま

す。 

　また、それぞれの進捗状況でございますが、これについては新年度の当初予算を含め

ます予算ベースでの進捗率でございますが、それぞれの地区を申し上げますと、種田地

区が９７％、五鹿屋、花島地区が５４％、五鹿屋、鹿島地区が２７％、柳瀬地区につい

ては新年度から始まりますので今からということでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　詳細な数値をいただきました。 

　日本全体の人口が減っていく中で農地の面積は変わらないわけで、１人当たりの負担

が非常に大きくなってくる中で、効率化を非常に目指していかなきゃいけないなと思っ
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ていますが、この事業によりどのような効率化が見込めるかお伺いします。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　この農地整備事業によりましてどのような効果ということでござい

ますが、農業用施設の更新とともに、先ほども言いました農業用排水路や農地の大区画

などの基盤整備を行うことによりまして、農地集積や集約によりまして農業経営の規模

拡大ができ、あわせて作業効率向上に伴い、米の生産コストの縮減や、また、大区画な

どによって、水田汎用化により高収益作物の生産拡大によりまして、産地間競争に打ち

勝つ農業経営が展開できるものと考えておるところでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　先ほど種田地区が９７％ということで、もう完成が目に見えてきているんじ

ゃないかなと思います。この事業について、他の地域から手を挙げている、また順番待

ちという話は伺っておられますか。お伺いします。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　他の地区からは、毎年のように実は事業化要望について上がっており

ます。聞いております。 

　以上でございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　続きまして、優良林木育成対策事業費についてお伺いします。 

　砺波市だけにかかわらず、いろんなところでこの事業が行われているわけですが、間

伐を行った後の植樹については何か指針があるのかどうかお伺いします。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　間伐につきましては、樹木の生育に支障になるために行うことでござ

いまして、例えば適齢伐期、生産材として出荷するに当たり主伐した後の植樹について

は、それぞれ伐採したら植えてくださいねと。富山県のほうでも、ちょっと順番が違う

かもしれませんが、切って、使って、植えて……。ごめんなさい、１つ足りないかもし

れませんが、取りあえず切ったら植えていくという、そういったサイクルで指導してお

りますので、これについては同じように現在業務委託しておりますが、ほとんど森林組

合でございますが、そういったところにもお願いをしておるところでございます。 

　以上でございます。 
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○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　見ておりますと、植樹がまだまだ、植えた木が小さいために見えないのかも

分かりませんが、木を切った後はやはり新たに植樹をしないと、その後の森林の治水の

能力にも関わってくると思います。 

　何か見ておりますと、ばさっと切ってほっぱらかしみたいな感じも見受けられますの

で、しっかり植樹、そして切った後は当然、機械が入った跡がつきますので、その後な

どについても、きれいに森林を整備して終わらせなきゃいけないなと伺っているんです

が、その辺についてもしっかり指導しているということでよろしいでしょうか。 

○有若委員長　林農地林務課長。 

○林農地林務課長　今ほど委員がおっしゃられた内容について、実際、山へ入りまして作

業する場合には、当然、作業道というものが必要になってきます。これについても、つ

くりっ放し、やりっ放しというわけではなくて、やった後については責任を持って整備

して保全していくということはお願いしておるところでございますし、市からだけでは

なく、県のほうからも強くそういったところについてはお願いしておるところでござい

ます。 

　また、この里山再生整備事業、要は県税を用いた事業でございますが、これについて

も、森林が持つ公益的機能の維持ということで、例えば、水源涵養であったり、山地災

害を防止するためにこういった事業を活用しておりますので、そういった面におきまし

ても災害が起こらないように努めておるところでございます。 

　以上でございます。 

○有若委員長　１０時４０分まで暫時休憩いたします。 

 

　午前１０時３１分　休憩 

 

　午前１０時３９分　再開 

 

○有若委員長　予定の時間になりましたので、委員会を再開いたします。 

　山本篤史委員。 

○山本委員　引き続き行きます。道路橋梁維持修繕費についてお伺いします。 

　まず、橋梁長寿命化計画についてお伺いします。 
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　５か年間隔で点検をして修繕していくということですが、進捗状況は無事円滑に進ん

でいるかお伺いします。 

○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　橋梁の点検につきましては、現在、市内に６０８の橋がございます。

平成２６年度から１回目の点検を５年間で行いまして、現在は２巡目の点検を令和元年

度から実施しておりまして、現在の進捗状況につきましては約５６％の進捗となってい

るところでございます。 

　以上であります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　無事、円滑に進んでいるということで安心いたしました。 

　橋梁の次に、道路の件についてお伺いしたいと思います。 

　今期の冬もそれなりの雪が降りまして、舗装面が非常に荒れているところが幾つもあ

ると思いますし、既に修繕に入っているところもあるかと思います。 

　今回の予算では舗装補修３路線ということになっていますが、私、市内の道路を走っ

ていてよく思うのは、同じ路線に穴が開いているところが多い、要修繕箇所が多いと思

うことが多々あります。 

　これは表層だけをやり直すわけではなくて、根本的に路盤からやり直す必要があるん

じゃないかなと思うわけなんですが、この補修３路線については、断面でどこの位置か

らやり直す計画をお持ちなのかお伺いします。 

○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　新年度で計画しています３路線につきましては、非常に交通量が多い

路線でございます。委員がおっしゃいましたように、舗装の傷みが非常に大きい、激し

いということでございます。 

　補修のやり方としましては、路盤からやり替えまして、舗装、そして区画線までやり

替えると。もちろん国の交付金を使いますので、そのような形で実施する予定にしてお

ります。 

　以上でございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　確認ですが、国の交付金を使うイコール路盤から修繕をやり直すという決ま

りになっているということでよろしいですか。 
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○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　国の交付金としては、打ち換え、切削オーバーレイから一応対象にな

りますので、そういったことの対応となります。 

　以上でございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　分かりました。 

　続きまして、除雪対策費の消雪施設のホワイトプランの見直しについてお伺いします。 

　１１月議会でもホワイトプランについては質問させていただきました。そして、交通

量の多い道路を中心にやっていくという話、ホワイトプランを見直すという答弁があっ

たかと思いますが、路線の具体的な対象は当然細かいので、なかなか示すことはできな

いかと思いますが、どのような路線を対象として、そして沿線の住民に対し、市はちゃ

んとやっていますよというお示しはどのようにされていますか。 

○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　ホワイトプランの見直しにつきましては、まず、広域的な道路ネット

ワークの確保が非常に重要になりますので、交通障害が起きないように、まずは緊急確

保路線と接続するような路線、そういったところの幹線を中心として計画に盛り込んで

実施しているところでございます。 

　それから、市民への周知、案内につきましては、ホワイトプランの計画までの周知と

いうわけではございませんけれども、まずホワイトプラン、２４時間稼働についてこの

ような効果があるということは広報等でまた周知を図ってまいりたいと考えております。 

　以上であります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　市が計画しておられるホワイトプランの見直しの路線以外にも、住民から要

望があったときには対処される計画があるのか、それともされないという方向で行くの

か、どのように考えておられるのかお伺いします。 

○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　ホワイトプラン、いわゆる２４時間稼働に見直すことにつきましては、

全部やるということは経費の面、いろんな面で無理があるということもございます。現

在のところ、今ほど言いましたような幹線道路を中心としまして、５か年で令和６年度

まで計画的に見直しを進めるという考えでおりますので、全ての路線を実施することは
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考えてございません。 

　以上であります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　最後に、このホワイトプランを見直したからといって、大雪時はこれでは対

処できないということもしっかり沿線の住民には理解していただいて、原則は自助、共

助が大事だということをしっかり伝えた上でホワイトプランにしていくべきだと思いま

すが、その辺の市民への周知についてはどのように考えておられますか。 

○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　委員が言われますように、２４時間稼働したからといって、てきめん

に効果が出るというものではございません。消雪につきましては、路線によりましては

交互散水ということで、必ず止まる時間がそれぞれの路線にあるということもございま

すし、水が出ましても交通量、車が走らないと雪は解けないという状況もございます。

そういった点も含めまして、市民の皆様方には、消雪に関する効果といいますか、そう

いったところも含めて、広報あるいはホームページ等で御案内していきたいなと思って

おります。 

　以上であります。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　公園管理費の都市公園遊具更新工事についてお伺いします。 

　議案説明の際ですけれども、市長から都市公園の遊具更新において、遊具のインクル

ーシブ化の話が出ておりました。今後どのような形でこの計画が進められていくのか、

お聞かせください。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　新年度、太郎丸西部１号公園、鍋島４号公園、一般的には三島町ふ

れあい公園、鍋島わんぱく公園と言っておりますが、この２か所につきまして、複合遊

具の老朽化に伴いまして更新を予定しております。この更新に当たりまして、近年、設

置が増えてきておりますインクルーシブ遊具、いわゆる障害のある子もない子も一緒に

遊べる遊具を導入したいと考えているものでございます。 

　どのように導入していくかという御質問だと思いますが、まず、この遊具につきまし

ては、空港スポーツ緑地で実験した際にも、例えば、倒れないようにハーネスのついた

ブランコですとか、寝そべりながら回転できる遊具、あと車椅子でもアプローチできる
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ような複合遊具などの設置があったところです。 

　今回、複合遊具ですので、複合遊具として滑り台つきのものをまず設置できないかと

考えております。進め方といたしましては、このような、いわゆる街区公園での設置事

例というのはいまだ少ないものですから、どういった遊具が本当に利用者に喜ばれるの

か、また、設置に当たってはどのような配慮が必要になってくるのかという部分で、我々

が気づかないような部分があるのではないかとも考えております。 

　そのような部分について、例えば障害者の支援団体ですとか、また管理いただきます

地元、これらの意見を聞いた上で、どのようなものがベストかを判断して、検討の上、

設置してまいりたいと考えております。 

　以上です。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　ぜひたくさんの方の意見も拾っていただければと思います。 

　続きまして、公園管理費の公園施設長寿命化計画策定業務委託料についてお伺いしま

す。 

　この公園施設長寿命化計画はどのような目的を持つもので、基準になる指針などがあ

るかお答えいただきたいと思います。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　公園施設長寿命化計画につきましては、施設の長期的な安全性の確

保ですとか、計画的、予防的な維持修繕を行うことを目的としておりまして、施設の調

査を行い、老朽度を判定した上で修繕計画を立てるものでございまして、国の長寿命化

計画策定指針に基づきまして調査を進めていく予定としております。 

　以上です。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　この計画を策定するための業務委託料ですが、かなり高額かなと感じたんです

けれども、幾つの公園を対象に、どのような調査をされるからこれだけの金額がかかる

のか御説明いただければと思います。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　まず、調査対象の公園数でございます。まず、市内全体の公園とい

たしましては、全部で１８５ございます。この中で、例えば地区公園、砺波チューリッ

プ公園ですとか総合運動公園といった比較的規模の大きな公園、さらに、町なかの人気
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のある街区公園といいますか、利用者の多い街区公園のうち老朽化が進んでいる公園を

対象に、１３公園の調査を予定しております。 

　この調査に当たりましては、各公園の各施設をそれぞれ点検しまして、記録を取った

上で、その損傷が修繕を早急にするものか、もう少し待っていてもいいようなものか、

そのような判定をした上で、市全体の負担が大きくならないように、トータル的な修繕

計画を立案するものでございます。 

　以上です。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　今、世界情勢が不安定になっております。この計画策定後に、事業箇所ですと

か実施期間等の変更というのは可能なのでしょうか。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　この計画だけではなく、ほかの計画もそうだと思いますが、計画の

実施に当たりましては、毎年度の予算のつき具合等によりまして当然ずれてくる場合も

あると考えております。また、実際に年数が経過していく中で、後からやる予定のもの

が早急に対応しなければならない場合も出てくることが往々にしてございます。そうい

ったものは機動的に対応するということで、国においても認められているところと承知

しております。 

　以上です。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　変わりまして、砺波チューリップ公園再整備事業についてお伺いいたします。 

　市長の提案理由説明の中で、砺波チューリップ公園の通年利用、活性化するような再

整備の実施計画に着手するとおっしゃっていました。具体的にこの再整備におけるコン

セプト、イメージなどがありましたらお聞かせください。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　南門及び管理棟付近の再整備に当たりましてのコンセプトですけ

れども、砺波チューリップ公園再整備基本計画に基づいたものでまずは考えておりまし

て、具体的に申しますと、まず公園全体としてバリアフリー化を図っております。南門

及び管理棟の前は段差も比較的大きいですし、トイレなんかも段差を越えて入っていく

ような格好になっております。なので、１つはバリアフリー化かなと思っております。 

　あと、エリア別といたしましては、南門付近においては樹木が密集して利用頻度の低
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いエリアなどが見られること、また、防犯の観点からも好ましくない部分があるという

ことで、これらを公共交通利用者の玄関口としてふさわしい整備が必要ではないかと考

えております。 

　また、管理棟付近におきましては、芝生広場が生け垣で分断されていることですとか、

その周りに機械とか堆肥などが積み上げられていて、利用者の目に触れるというところ

もございますので、その辺の芝生広場の機能と管理用の機能をしっかりと分けていくこ

とが大事であろうと考えております。 

　以上です。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　江上都市整備課長も今朝ほど砺波チューリップ公園に行ってこられたのかな

と、足元を見てすぐ気づきました。実は私も行ってまいりました。今も非常に雪が残っ

ておりまして、これから飾るチューリップも置いてありました。これがまた春に花が咲

くんだろうなと思ったんですけれども、同じように私も、農作業の機械が置いてあるの

がちょっと見栄えがよくないなと思っております。 

　バリアフリー化のお話も頂戴いたしました。ありがとうございます。 

　昨日なんですけれども、林議員の一般質問の中で、砺波チューリップ公園のトイレの

お話も建設水道部長から出ていたかと思います。このトイレの改修については、今回の

この再整備で考えていらっしゃいますでしょうか。お教えください。 

○有若委員長　江上都市整備課長。 

○江上都市整備課長　計画の中身につきましてはこれから検討するということなので、確

定的なことは申し上げづらいところではございますが、基本的に南門として公共交通利

用者の玄関口とするということをうたっておりますので、やはり近くに誰でも使えるよ

うなトイレは必要なのではないかと考えております。 

　以上です。 

○有若委員長　境　佐余子委員。 

○境委員　北門から入りますと、非常に近代的な広々とした感じが見えます。ステージの

ほうも、非常に今すてきなステージが出来上がっております。逆に、今ほどお話があり

ましたように、公共交通を利用しますと南門から入ってまいります。南門は図書館も近

いですし、郷土資料館などもございます。また趣が違いますので、こうした点もぜひ改

修の際に生かしていただければと思います。要望です。 
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○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　下水道の話に行きたいと思います。 

　合併処理浄化槽設置及び維持管理補助金についてお伺いします。 

　令和３年度から維持管理に対する補助メニューが設けられましたが、現在の設置補助

及び維持管理補助の実績についてまずお伺いしたいと思います。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　まず、設置補助につきましては、令和３年度現在、３１基の設置の

実績となっております。こちらにつきましては、当初予定をしておりました２５基から

６基増の１２４％、１．２４倍となっております。それから、今年度から設けました維

持管理補助金につきましては、現在のところ、令和３年度で２３２件の申請がございま

して、予算上の見積りでは６３０件予定しておりましたが、それに対して３７％程度と

なっております。 

　以上です。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　設置補助については、当初見込みより大幅に増えた。そして、維持管理につ

いては予定より少なかったという状況ですが、この状況についてどのように考えておら

れますか。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　こちらにつきましては、申請率が悪いということでございますけれ

ども、この制度につきましては、令和３年度からこういう実績のある市町村を参考に新

たに設けた制度でございますけれども、まず１点目に、当初の一番最初の新たに設けた

制度が低い理由としては挙げられると思います。２つ目には、これは実際業務をやって

おりまして分かったんですけれども、維持管理補助金の申請要件では、くみ取清掃、保

守点検、法定点検を行った場合としておりまして、実は合併処理浄化槽があっても、毎

年実施していない方も結構おられるということがございまして、そのような理由から申

請率が低い結果になったのだと思っております。 

　以上でございます。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　当然、市が補助メニューを用意したからといって、市民がじゃ、すぐという

ふうに飛びつくわけではないとも思いますし、知っていただくということがまず大事じ
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ゃないかなと思います。各家庭の事情もありますし、更新時期を迎えた方とか、家庭内

でも相談しなきゃいけないと思いますので、できたからといってすぐに進むという話で

はないと思いますが、今年度も周知しておられると思いますが、その周知をもうちょっ

としっかりしていく必要があると思うんですが、どのように考えておられますか。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　周知についてもっとしていけばいいんじゃないかということでご

ざいますが、この補助金については、特定の業者に委託して、くみ取清掃が特にそうな

んですけれども、業者にお願いするという、特殊といいますか、そういう事業でござい

ますので、このメニューを用意する際に、くみ取清掃業者であるとか、そういうところ

に対しまして実際説明会を開催しておりまして、申請の方法とかも御説明させていただ

いております。これは令和２年度中に実施しております。 

　それから、これまで行ってきた周知方法とすれば、広報、ホームページということに

なってくるかと思うんですが、思ったのは、実際業者に頼まれてその方がやられる。そ

の際にこういう補助金がありますよと教えていただくことが大事かなと思いますので、

引き続きこのような業者への周知も含めまして、当然、広報紙やホームページも加えな

がら周知に努めてまいりたいと思っております。 

　以上です。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　しっかり業者とタイアップして引き続き進めていただきたいと思います。 

　下水道の次は上水道に行きたいと思います。 

　基幹排水耐震化更新事業についてまずお伺いしたいと思います。 

　計画的に進めておられるということですが、ネットの記事を見ますと、ダクタイル鋼

管の業者の塗装が一部規格に満たないという面もあって、一時出荷を停止したいという

状況が、当然、今の段階では反映されないと思いますが、この事業の進捗についてはど

のように把握しておられますか。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　今の御質問は、令和３年度中の事業の進捗という、この塗装問題に

起因した進捗状況ということでよろしかったでしょうか。 

　この問題につきましては、御存じのとおり、新聞報道でもございましたけれども、鋼

管メーカーが塗装を外注するんですけれども、その塗装の基準が日本水道協会の基準に
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適合しないやり方で行っていたということが起因になります。こちらにつきましては、

私ども令和３年度中に早期発注に努めていたことから、製品については既に納品されて

いる状態でございまして、そちらの既に納品された部材に対してのペナルティーとかそ

ういうものはございませんでしたので、今のところは影響はなく、予定どおり進捗した

という状況でございます。 

　以上です。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　順調に進んでいるという状況を把握させていただきました。 

　ちょっと話は変わりますが、市内で上水道の漏水が多少なりともあると思いますが、

年間どの程度発生しているかお伺いしたいと思います。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　年間どの程度発生しておるかということでございます。 

　面で私ども管理しておりますので、大小様々な漏水があると思います。小さい漏水も

あれば大きい漏水もあるということで。漏水を発見して修理した件数の把握はしており

まして、その件数につきましては漏水調査業務を業務委託しておりますけれども、その

業者で発見、音調調査といって音で聞いて確認したりするわけなんですが、それで１３

件ほどしております。そのほか、最近水の出が悪くなったとか、そういう個別の家庭か

らの要望に対応しまして市の職員が発見したものが年間五、六件あります。件数的には

そのような状況でございます。 

　以上です。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　耐震化事業も更新の一部に含まれると考えますと、しっかり進めていくこと

が、漏水を抑えてしっかり水を末端まで通すということにつながるわけなんですが、更

新事業の最終計画はどのあたりまでされると考えておられるのかお伺いします。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　この事業は基幹排水路耐震化更新工事ということでございまして、

細い管までは対象としておりませんで、これまでの議会におきましても図面を提示させ

ていただいておりますが、重要な私設管を結ぶ基幹管路ということでございまして、１

００ミリメートル以上、最大６００ミリメートルまでございますけれども、そういうよ

うな基幹管路を対象としておりまして、全体では４２．８５キログラムを想定しており
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ます。具体的には、金屋の第２配水池であったり、拠点となる庄川支所を結んだり、今

現在やっております上中野配水場から国道をずっと横断しまして市立砺波総合病院まで

であったり、あるいは安川配水場から般若中学校であったり、そういう基幹になります。

細かい管路についても今後整備を進めていかなきゃならないんですが、対象という御質

問に対しては、今言ったとおり、拠点を結ぶ基幹管路となっております。 

　以上です。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　それでは、私のほうから、特定環境保全公共下水道事業に関して何点か

お尋ねしたいと思います。 

　まず１点、特定公共下水事業計画業務委託６０９万円ですけれども、北部２期の下水

道工事だと思うんですが、これは平成３０年頃から始まったのかなと思っているんです

けれども、この進捗、おおむねどこまでって、私の感覚で認知しているところでは、令

和５年頃完成に向けて、出町地区と鷹栖地区だったかなというような記憶があるんです

けれども、この事業新築、現在どのようになっているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　委員おっしゃるとおり、管渠の部分になるんですけれども、令和５

年度完成を目指しておりまして、おおむね計画どおり令和５年度中に管渠が完成する予

定でございまして、令和３年度末現在でおおむね８１．６％程度の進捗率になっており

ます。ですので、令和４年度、令和５年度、あと２か年度で完了予定でございます。 

　以上です。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　引き続いてこれに関してお聞きしたいんですけれども、事業計画変更業

務委託というもの、先ほども言いましたけれども、６００万円近くのものが計上されて

いるということですけれども、これから令和６年度を起点として新たな工事に入ってい

くわけです。それを委託するということではないか、その事業内容も含めてですね。住

民の意見を聞きながらやっていかれると思いますけれども、これは何年度までの計画な

のか、そしてどのようなことを委託されるのか、そこらの内容をお聞かせいただきたい

なと思うんです。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　今回の事業計画変更業務委託につきましては、令和６年度から５か
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年度の計画の変更を予定しております。 

　今、委員言われたとおり、具体的には住民の意見を聞きながら行われると思いますけ

どということでございましたけれども、当然、地元の意見を聞きながら、最適な環境の

整備ルートであるとか、あるいは事業費、計画汚水量など、法的な事業計画に変更な委

託を行うということになっていきます。 

　以上です。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　それともう一つ、業務委託の中で、砺波市広域化共同計画策定業務委託

というのがありますね。これ、私が認識するところでは、庄川右岸地区の、どちらかと

いうと小矢部川流域下水道、高岡庄川幹線との接続かなという、私の想像なんですけれ

ども。御存じのとおり、農業集落排水は昭和５７年からできたんですよね。老朽化が進

んでいる。供用開始してからもう３２年以上たっているわけです。そうすると、機械・

電気設備、終末処理場も含めてですけれども、老朽化しているわけです。やはりそれを

早く、今後の財政も考えると、早く接続しなければならないのかなと希望するわけです

けれども、国が進めている下水道広域化推進総合事業あるいは県が進める全県域流域下

水道ビジョン２０１８だったですか、これで２０２６年度までに人口普及率を９９％と

するという目標を上げていますよね。この接続を一日も早くやってほしいと思うんです

が、こういった業務委託というのはどのような内容になっているのか。早く私はこれを

接続することを要望するわけですけれども、内容についてお示し願います。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　今ほど川岸委員が言われたとおり、庄川右岸地域におきます農業集

落排水を二上の公共下水に接続するという事業に際しまして、砺波市広域化共同計画策

定業務委託をするわけでございますが、具体的には、整備については国の補助メニュー

を活用したいと考えておりまして、その際に必要でございます中長期的な経営シミュレ

ーション、具体的に言いますと、流域下水道を接続することによりますメリット、デメ

リット。メリットとしますと、４処理場の廃止、減になります。対しまして、流域下水

道の負担金、処理料が発生してくる。そういうものも含めて、今ある資産の管理であっ

たりも考慮しながらの中長期的なシミュレーションを行っていくということになってお

りまして、最終的には広域化・共同化計画という計画書を作成する業務になっていきま

す。 
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　以上でございます。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　分かりました。 

　業務委託のスケジュール的なことなんですけれども、具体的にはどのようになってい

くのかなと。そこもお示しを願いたいと思います。 

○有若委員長　菊池上下水道課長。 

○菊池上下水道課長　現在のところ、庄川右岸の高岡庄川幹線への接続をするということ

につきましては、県の流域下水道事業にも関連してきますので、今現在、県のほうでは、

下水道計画の変更手続、諸手続を取っておられると聞いております。 

　県のほうでは、幹線を整備するための手続から、おおむね――おおむねです。確定は

していないんですが、令和１０年ぐらいまでかけて流域幹線を整備すると伺っておりま

す。 

　市ではそれに対しまして、幹線に接続していくという工事が発生していきますけれど

も、今ほどのスケジュール的なもので言いますと、令和５年度から測量設計とかに取り

組みまして、令和６年度からの工事に着工していきたいなと考えておりまして、令和１

０年に随時接続していくことになりますが、流域下水道の進捗に応じて若干変わってい

くかもしれませんが、おおむね令和１０年程度を見込んでおります。 

　以上です。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　このことは、令和４年度の砺波市の重点要望事項にもなっているわけで

すよね。ですから、今、菊池上下水道課長が言われたように、令和１０年度に向けて積

極的な取組をお願いしたいと思います。 

　以上です。要望です。 

○有若委員長　ほかに質疑、御意見はございませんか。 

　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○有若委員長　ないようでありますので、付託案件に対する質疑を終結いたします。 

　これより付託案件を採決いたします。ただいま議題となっています議案第４号、議案

第８号から議案第１１号、議案第２３号、議案第２４号、議案第２７号、報告第１号及

び報告第３号、以上、議案８件、報告２件を一括して採決いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 
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　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○有若委員長　御異議なしと認めます。 

　お諮りいたします。議案第４号　令和４年度砺波市一般会計予算所管部分、議案第８

号　令和４年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算、議案第９号　令和４年度砺波市

水道事業会計予算、議案第１０号　令和４年度砺波市工業用水道事業会計予算、議案第

１１号　令和４年度砺波市下水道事業会計予算、議案第２３号　市道路線の認定及び廃

止について、議案第２４号　令和３年度砺波市一般会計補正予算（第１２号）所管部分、

議案第２７号　令和３年度砺波市工業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）、報告第

１号　専決処分の承認を求めることについて、報告第３号　専決処分の承認を求めるこ

とについて、以上、議案８件及び報告２件について、原案のとおり可決または承認する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

　〔賛成者挙手〕 

○有若委員長　挙手全員であります。よって、議案８件及び報告２件については原案のと

おり可決または承認することに決しました。 

　以上で、付託されました案件の審査を終了いたします。 

 

（市政一般における本委員会の所管事項について） 

○有若委員長　次に、その他といたしまして、市政一般における本委員会の所管事項につ

いて、質疑、御意見はございませんでしょうか。 

　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　昨日も一般質問の中で、米価下落による農業生産者を何とか支援すべき

ではないかという質問もありました。特に私は、米価下落による農業経営者に対する支

援という観点からちょっと質問をしてみたいと思います。 

　米の消費量は今で５４キログラム、１俵を割るという状況ですよね。そして一方では、

消費は伸びていかない。そして、富富富という新しい生産米も出てきているわけですけ

ど、なかなか消費が伸びていかないと。先ほど来、去年からも２，０００円近く米価が

下落し、農家にとって、担い手あるいは営農組合組織にとっても大変厳しい状況に置か

れているんじゃないかと思っております。 

　しかしながら、やっぱり米価を安定させるためには、今まで生産調整という形で進め

てきたんですけれども、令和４年についても４２．１％という転作率が示されているわ
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けですけれども、この転作率も年々増加している。米価が下がってくれば、最後はやっ

ぱり高収益作物に頼らざるを得ないのかなということも考えるわけですけれども、こう

した努力の中で、複合経営に対する支援あるいは農業経営に対する支援も考えていく必

要があるのではないかなと思っております。特にここらも含めて、県下各市でも実態の

中でいろんな支援もやっていると聞くんですけれども、何かその辺を指導していかない

といけないのかなと思うわけです。 

　特に砺波の場合、米農家が非常に多いわけですので、そこらの対策も今後やっぱりし

っかりと力を入れていかなければならないのかなと思うんですけれども、この担当され

ている農業振興課の津田農業振興課長の意見もお聞かせ願えないかと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　川岸副委員長の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

　これまでも安定した農業経営をするために、米をはじめといたしまして、麦、大豆を

含む主穀作と言われるものを中心にしながらも、高収益作物でありますタマネギや球根、

ニンジンなどの生産振興を積極的に図ってきたところであります。 

　これらの生産振興に当たりましては、国の直接支払い交付金や産地交付金、また、水

田リノベーション事業とか県の園芸作物等特産振興事業などを活用いたしまして、いわ

ゆる転作作物の生産振興を図りながら複合経営というものを進めてきたところでありま

す。 

　令和３年産におきましては、確かに米価は下落いたしましたが、高収益作物のタマネ

ギにおきまして高値で売買されたこともありまして、複合経営に取り組んでいた組織に

おかれましては救われたという声も聞いております。今後とも、効率的かつ安定的な農

業経営のため、積極的に複合経営を推進していきたいと考えております。 

　また、今ほど御質問ございました複合経営の支援につきましては、各種制度とのバラ

ンスも考慮いたしまして、農業者や関係機関の方々のお話も伺いながら研究していきた

いと考えております。 

　以上であります。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　米価の下落によって、いろんな厳しい意見を聞くんです。特に営農組織

の方についても、まだナラシというものを利用できる状況ではない。発表されていない
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わけですね。だから、ここらも踏まえて、これからの営農組織の在り方といいますか、

それから、我々も地域の中で後継者不足という問題があるんです。後継者問題が今後大

きな課題になってくるのではないかなと思っているんですけれども、担い手の育成に対

する取組といいますか、そこは緊急の課題ではないかなと思いますけれども、当局とし

てどのように考えておいでるのかお示し願います。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　平成２４年に農業者の話合いに基づきまして、地域農業における中

心経営体、地域における農業の将来の在り方などを明確化いたしました人・農地プラン

というものが開始されております。本市におきましても、２２地区、２６の人・農地プ

ランが作成されております。 

　国では、この人・農地プランを真に地域の話合いに基づくものにする観点から、アン

ケートの実施や話合いを通じて、地図による現況把握を行った上で、中心経営体への農

地の集約化に関する将来方針を作成することとしており、人・農地プランの実質化を図

ることとしております。 

　本市におきましては、新年度には地域の農業・農地をしっかりと守るために、地域農

業の現況や将来に向けた課題、今後の中心経営体への農地集積等の将来方針の作成に向

けまして、アンケート調査や集積、集約状況の地図を活用しながら、地域による話合い

をしていただきまして、担い手の育成について改めて地域ぐるみで考えていただきたい

と考えております。 

　これらの取組に当たりましては、県や農協とも連携しながら、しっかりと取り組んで

いきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○有若委員長　川岸副委員長。 

○川岸副委員長　それともう１点ですけれども、営農組織とすれば、ナラシ制度というの

があったんですよね。これはどうなんですか。過去の米価から見て大変難しい問題です

か。状況はどんなものですか。 

○有若委員長　津田農業振興課長。 

○津田農業振興課長　ナラシ対策については、今年の５月か６月頃に見通しが何かなるん

じゃないかと言われておるだけでありまして、詳しいことまではまだ聞かされておりま

せん。 

　ただ、世間のいろいろなうわさなり何なりでは、多分ですけれども、発動されるので
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はないかと言われておりまして、詳しい状況は分からないところであります。 

○有若委員長　山本篤史委員。 

○山本委員　今、様々な原材料が高騰していると言われております。木材、金属、骨材な

ど、今まで当然、単価については柔軟に見直しておられると思いますが、最近聞くのは、

非常に急激に原材料が高騰していると方々から伺っております。市内で行われる業務発

注時において、設計単価への反映はどのようにしておられるか、建設水道部長にちょっ

とお伺いできますか。 

○有若委員長　老松建設水道部長。 

○老松建設水道部長　今ほどお話しありましたように、建築資材につきまして、ちょうど

昨年の春ぐらいからどんどん値上がりしてきております。ちょっと調べたところ、建設

機械を動かす燃料、特に軽油等が中心ですが、そういったものについて約３割以上上が

っているということ。また、鋼材等につきましても３割から、水道や下水道のそういっ

た管理につきましても１割５分ほど上がっておるということでございます。一番大きい

のが木材で、木材は４割以上上がっておりまして、物によっては倍ぐらいになっている

ものもあるようでございます。 

　これらの高騰に関連しまして、設計に当たりましては、これは毎月、労務資材の単価

につきまして県のほうから通知がありまして、適宜、上がっているものについてはそれ

を見直されて、それを反映した上で最新のデータで工事を発注しているところでござい

ます。 

　現在の段階では、特に業者のほうからそういった資材が上がって施工に影響が出てお

るということは聞いておりませんが、最新の単価でやっているということであったり、

先に工事発注の見通しなんかも出しておりますので、業者の方々も大体こういう工事が

この後出てくるなということで、いろいろ準備もされているんじゃないかと思うんです

けれども、そういったことで、今現在は、砺波市内の工事、市が発注している工事につ

いては特に問題はないような状況でございます。ただ、もし今後もそういった話が出て

くれば、また受注者の皆さんといろいろ協議をしてまいりたいなと思っております。 

　以上でございます。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　それでは、道路等の異常通報システム、今年度内にシステムが完成するとい

う運びになっているかと思います。現在の進捗状況をお聞かせください。 
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○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　今ほどの道路等通報システムの進捗状況でございます。 

　まず、砺波市のホームページが今月の３月１日から新しくリニューアルされたところ

でございます。このリニューアルに合わせまして、担当課は広報情報課になりますけれ

ども、そちらでシステムも併せて組み込んだ形で構築をしてきたところでございます。 

　現在、市のホームページがリニューアルしたことに併せて、正式名称としましては「道

路等異常通報システム」という名前でシステムのほうは構築しておりまして、運用につ

きましては、新年度に入りましてからホームページにアップさせていただいて運用させ

ていただくということになります。 

　以上でございます。 

○有若委員長　向井委員。 

○向井委員　３月１日からのホームページの運用ということで、バナーをクリックしたら

次どこに行くとか非常に分かりやすい状況になっている、構築されているなと感心して

います。 

　最後に、市民の皆さんが通報者になるということですから、ただ載せるだけではなく

て、どこをたどればそのシステムが運用できるかということを、周知というかお知らせ

する必要があろうかと思います。今後の計画について聞かせてください。 

○有若委員長　栄前田土木課長。 

○栄前田土木課長　新しいシステムの運用につきましては、今度の広報となみ４月号で、

実際にシステムが構築されたということで運用の紹介をさせていただくとともに、ホー

ムページにおきましてもアップさせていただきまして、どのような形でこのシステムが

使えるかということも紹介させていただきたいなと思っております。 

　もちろん、これまでも道路の損傷等の報告については電話、その他来庁いただいて対

応させていただくことでございますが、この運用に当たりましては土木課にメールとい

う形で受信させていただくということになります。 

　以上でございます。 

○有若委員長　ほかに質疑、御意見はございませんか。 

　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○有若委員長　ないようでありますので、以上で、市政一般における本委員会の所管事項

についての質疑を終了いたします。 
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　市長はじめ当局の皆さん、大変御苦労さまでございました。委員の皆さんは、しばら

くお待ちください。 

 

○有若委員長　お諮りします。本委員会の審査経過と結果報告の作成につきましては委員

長に御一因願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○有若委員長　御異議がないようですから、そのように決定をさせていただきます。 

 

（閉会中継続審査の申出について） 

○有若委員長　次に、閉会中の継続審査についてをお諮りいたします。 

　本産業建設常任委員会の所管事項について、閉会中もなお継続して審査する必要があ

りますので、会議規則第１１１条の規定により申出することといたしたく、これに御異

議ございませんか。 

　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○有若委員長　御異議がないようですから、そのように決定させていただきます。 

　以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

　御苦労さまでございました。 

 

　午前１１時３５分　閉会 

 



－５０－ 

　　砺波市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。 

 

砺波市議会産業建設常任委員会 

 

 

　　　委 員 長　　　有　若　　　隆 


